
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

長崎税関は、令和２年上半期の長崎税関における知的財産侵害物品の差止状況をまとめましたの

でお知らせします。 

○ 輸入差止件数は２件で、前年同期と同じ 

○ 輸入差止点数は 2,203点（前年同期比 7.2倍）で、上半期の輸入差止点数としては過去最多 

○ 輸入差止貨物は、すべて中国来の海上貨物 

○ 輸入差止貨物は、商標権侵害物品（１件、1,004点）及び著作権侵害物品（１件、1,199点） 

知的財産侵害物品の輸入差止実績の推移 
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）令和元年は、平成 31 年１月から令和元年 12月を示します。 

長崎税関で輸入を差し止めた侵害品の例 

日よけフード（商標権）                タオル（著作権） 

 

 

 

 

 

 

上半期の輸入差止点数が２，０００点を超え過去最多 
～令和２年上半期の長崎税関における知的財産侵害物品の差止状況～（速報） 

 

令和２年９月 11日 

報 道 発 表 
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問合せ先：長崎税関総務部税関広報広聴官 
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